
 

子ども・子育て支援法に基づく利用定員の設定について（意見聴取） 

 

特定教育・保育施設に係る利用定員を定めることについて、子ども・子育て支援法第３１

条第２項の規定に基づき、意見を聴取します。 

 

記 

 

１ 施 設 名 称  アソシエ神宮北参道保育園 

２ 事 業 類 型  認可保育園 

３ 設 置 者  株式会社アソシエ・インターナショナル 

４ 所 在 地  渋谷区千駄ヶ谷四丁目６番８号 

パークコート神宮北参道 ザ タワー３階 

５ 開設予定日  令和５年４月 1 日 

６ 定 員  次のとおり 

 

 ３号認定 ２号認定 
計 

0 歳児 1 歳児 2 歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

認可定員 6 6 ６ ６ ６ ６ 36 

利用定員 ６ 6 3 3 3 3 24 

令和５年３月２７日 
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